
　　
農
地
法
第
52
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

賃
借
料
情
報
を
提
供
し
ま
す
。農
地

の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の

目
安
と
な
る
よ
う
、地
域
の
実
勢
を

踏
ま
え
算
出
し
ま
し
た
。

　
な
お
、こ
の
情
報
は
一
つ
の
目
安

で
す
の
で
、貸
し
手
、借
り
手
双
方

で
話
し
合
い
、納
得
の
う
え
、賃
借

料
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

※

こ
ち
ら
の
賃
借
料
は
、有
料
の
貸

借
の
み
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
り
、

無
料
の
貸
借
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　　

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が

加
入
で
き
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

　（
保
険
料
納
付
免
除
さ
れ
て
い
る

方
を
除
く
）

②
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

　（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民
年

　
金
の
任
意
加
入
者
も
可
）

③
年
間
60
日
以
上
農
業
を
し
て
い
る
方

農
業
者
年
金
の
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

★
複
利
運
用
で
資
産
が
増
え
ま
す
。

　（
直
近
10
年
間
の
運
用
利
回
り
の

平
均
は
、年
率
２
・
74
％
【
令
和

４
年
度
末
】）

★
掛
金
の
所
得
控
除
で
節
税
で
き
ま
す
。

　（
掛
金
の
全
額
が
、社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
所
得
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
。）

★
運
用
益
が
非
課
税
で
す
。

★
手
数
料
が
無
料
で
す
。

★
元
本
割
れ
へ
の
対
応
が
あ
り
ま
す
。

★
終
身
年
金
な
の
で
、生
き
て
い
る

限
り
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　　
町
と
町
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

農
業
振
興
お
よ
び
遊
休
農
地
対
策
の

一
環
と
し
て
、フ
ァ
ミ
リ
ー
農
園
を

開
設
し
て
い
ま
す
。あ
な
た
も
野
菜

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

【
坂
城
】　
　
栗
田
農
園

　
　
　
　
　
岡
の
原
農
園

【
中
之
条
】　
中
之
条
農
園

【
村
上
】　
　
上
五
明
農
園

区
画
面
積
　
一
区
画
50
㎡
　

年
間
使
用
料
　
２
，７
０
０
円

　
４
月
か
ら
利
用
さ
れ
る
方
を
募
集

中
で
す
。農
業
に
興
味
の
あ
る
方
、

自
分
で
野
菜
を
づ
く
り
を
し
て

み
た
い
方
は
商
工
農
林
課
ま
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　　
２
月
上
旬
に
、町
内
３
か
所
で
農

業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
が
、皆
さ
ん
の
相
談
を
お
受
け
し

ま
し
た
。

　
相
談
会
以
外
で
も
、農
地
を
貸
し

た
い
・
売
り
た
い
な
ど
の
ご
相
談
は
、

気
軽
に
地
元
の
農
業
委
員
・
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
、ま
た
は
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

　
貸
し
た
い
・
売
り
た
い
と
い
っ
た

農
地
情
報
に
つ
い
て
、農
地
を
借
り
た

い
・
買
い
た
い
方
に
ご
紹
介
し
、農
地

の
有
効
活
用
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　（
商
工
農
林
課
農
業
振
興
係
内
）

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

　　
　

令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
、農
地

を
含
む
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
は
、

そ
の
取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
に
な
り
ま
す
。４
月
１
日
よ

り
前
に
不
動
産
を
相
続
し
、そ
の
取

得
を
知
っ
て
い
た
場
合
も
対
象
で
す
。

　
農
地
に
つ
い
て
、相
続
に
よ
り
取

得
し
た
場
合
は
、相
続
登
記
申
請
の

ほ
か
に
、町
農
業
委
員
会
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　
相
続
が
発
生
し
て
か
ら
長
期
間
経

過
す
る
と
、さ
ら
に
相
続
が
発
生
す

る
こ
と
で
相
続
人
が
増
え
、権
利
関

係
も
複
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、誰
の

農
地
で
あ
る
の
か
、す
ぐ
に
は
分
か

ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

農
地
を
相
続
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
場

合
に
は
、相
続
登
記
完
了
後
、で
き

る
だ
け
早
く
農
業
委
員
会
へ
の
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、「
相
続
登
記
の
申
請
義
務

化
」に
つ
い
て
詳
し
く
は
、長
野
地

方
法
務
局
上
田
支
局（
☎
２
３―

２

０
０
１
）へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

平均値

最大値

最小値

4,839円

8,278円

9,937円

15,000円

1,000円

3,000円

実勢借地料
（10アール当たり・年額）

田

畑

田

畑

田

畑

農
業
者
年
金

国
民
年
金
基
金

《
旧
み
ど
り
年
金
含
む
》

確
定
拠
出
型
年
金

《
個
人
型
》

確
定
拠
出
年
金

《
企
業
型
》

確
定
給
付
企
業
年
金

厚
生
年
金
基
金

国民年金
付加年金

厚生年金
代行
部分

第１号被保険者
（農業者など自営業）

第２号被保険者
（会社員・公務員など）

第３号
被保険者
（第２号

被保険者の
配偶者）国民年金（老齢基礎年金）

※公的年金が２階建てであることをわかりやすくするため、
一部情報を簡略化しています。

２
階
部
分

１
階
部
分

農業委員会で手続きが必要です

　農地は、人々の食を育む大切な資源であることから「農地法」で守
られており、様々な制限があります。
　農地に関する手続きは、地域の農業委員・農地利用最適化推進委
員または農業委員会事務局へご相談ください。
　なお、農地法等の許可申請は毎月 15 日が締め切りです。申請書や
添付書類に不備があると受付できませんので、余裕をもって申請手
続きを行うようお願いします。

■農業委員会処理件数（令和５年１月～ 12 月受付分）

農地法第３条　農地の売買・賃貸借等

農地法第４条　農地の転用（自己のため）

農地法第５条　農地の転用（売買・賃貸借等）

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借

34 件

３件

26 件

136 件

こんな
  ときは…

▼購読者募集中！

◎問い合わせ先
　坂城町農業支援センターアグリサ
　ポーター事務局（商工農林課内）
　☎82－3111（内線 152）
　直通 75－6207
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農
地
法
第
52
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

賃
借
料
情
報
を
提
供
し
ま
す
。農
地

の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の

目
安
と
な
る
よ
う
、地
域
の
実
勢
を

踏
ま
え
算
出
し
ま
し
た
。

　
な
お
、こ
の
情
報
は
一
つ
の
目
安

で
す
の
で
、貸
し
手
、借
り
手
双
方

で
話
し
合
い
、納
得
の
う
え
、賃
借

料
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

※

こ
ち
ら
の
賃
借
料
は
、有
料
の
貸

借
の
み
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
り
、

無
料
の
貸
借
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　　

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が

加
入
で
き
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

　（
保
険
料
納
付
免
除
さ
れ
て
い
る

方
を
除
く
）

②
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

　（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民
年

　
金
の
任
意
加
入
者
も
可
）

③
年
間
60
日
以
上
農
業
を
し
て
い
る
方

農
業
者
年
金
の
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

★
複
利
運
用
で
資
産
が
増
え
ま
す
。

　（
直
近
10
年
間
の
運
用
利
回
り
の

平
均
は
、年
率
２
・
74
％
【
令
和

４
年
度
末
】）

★
掛
金
の
所
得
控
除
で
節
税
で
き
ま
す
。

　（
掛
金
の
全
額
が
、社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
所
得
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
。）

★
運
用
益
が
非
課
税
で
す
。

★
手
数
料
が
無
料
で
す
。

★
元
本
割
れ
へ
の
対
応
が
あ
り
ま
す
。

★
終
身
年
金
な
の
で
、生
き
て
い
る

限
り
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　　
町
と
町
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

農
業
振
興
お
よ
び
遊
休
農
地
対
策
の

一
環
と
し
て
、フ
ァ
ミ
リ
ー
農
園
を

開
設
し
て
い
ま
す
。あ
な
た
も
野
菜

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

【
坂
城
】　
　
栗
田
農
園

　
　
　
　
　
岡
の
原
農
園

【
中
之
条
】　
中
之
条
農
園

【
村
上
】　
　
上
五
明
農
園

区
画
面
積
　
一
区
画
50
㎡
　

年
間
使
用
料
　
２
，７
０
０
円

　
４
月
か
ら
利
用
さ
れ
る
方
を
募
集

中
で
す
。農
業
に
興
味
の
あ
る
方
、

自
分
で
野
菜
を
づ
く
り
を
し
て

み
た
い
方
は
商
工
農
林
課
ま
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　　
２
月
上
旬
に
、町
内
３
か
所
で
農

業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
が
、皆
さ
ん
の
相
談
を
お
受
け
し

ま
し
た
。

　
相
談
会
以
外
で
も
、農
地
を
貸
し

た
い
・
売
り
た
い
な
ど
の
ご
相
談
は
、

気
軽
に
地
元
の
農
業
委
員
・
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
、ま
た
は
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

　
貸
し
た
い
・
売
り
た
い
と
い
っ
た

農
地
情
報
に
つ
い
て
、農
地
を
借
り
た

い
・
買
い
た
い
方
に
ご
紹
介
し
、農
地

の
有
効
活
用
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　（
商
工
農
林
課
農
業
振
興
係
内
）

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

　　
　

令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
、農
地

を
含
む
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
は
、

そ
の
取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
に
な
り
ま
す
。４
月
１
日
よ

り
前
に
不
動
産
を
相
続
し
、そ
の
取

得
を
知
っ
て
い
た
場
合
も
対
象
で
す
。

　
農
地
に
つ
い
て
、相
続
に
よ
り
取

得
し
た
場
合
は
、相
続
登
記
申
請
の

ほ
か
に
、町
農
業
委
員
会
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　
相
続
が
発
生
し
て
か
ら
長
期
間
経

過
す
る
と
、さ
ら
に
相
続
が
発
生
す

る
こ
と
で
相
続
人
が
増
え
、権
利
関

係
も
複
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、誰
の

農
地
で
あ
る
の
か
、す
ぐ
に
は
分
か

ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

農
地
を
相
続
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
場

合
に
は
、相
続
登
記
完
了
後
、で
き

る
だ
け
早
く
農
業
委
員
会
へ
の
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、「
相
続
登
記
の
申
請
義
務

化
」に
つ
い
て
詳
し
く
は
、長
野
地

方
法
務
局
上
田
支
局（
☎
２
３―

２

０
０
１
）へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

平均値

最大値

最小値

4,839円

8,278円

9,937円

15,000円

1,000円

3,000円

実勢借地料
（10アール当たり・年額）

田

畑

田

畑

田

畑

農
業
者
年
金

国
民
年
金
基
金

《
旧
み
ど
り
年
金
含
む
》

確
定
拠
出
型
年
金

《
個
人
型
》

確
定
拠
出
年
金

《
企
業
型
》

確
定
給
付
企
業
年
金

厚
生
年
金
基
金

国民年金
付加年金

厚生年金
代行
部分

第１号被保険者
（農業者など自営業）

第２号被保険者
（会社員・公務員など）

第３号
被保険者
（第２号

被保険者の
配偶者）国民年金（老齢基礎年金）

※公的年金が２階建てであることをわかりやすくするため、
一部情報を簡略化しています。

２
階
部
分

１
階
部
分

農業委員会で手続きが必要です

　農地は、人々の食を育む大切な資源であることから「農地法」で守
られており、様々な制限があります。
　農地に関する手続きは、地域の農業委員・農地利用最適化推進委
員または農業委員会事務局へご相談ください。
　なお、農地法等の許可申請は毎月 15 日が締め切りです。申請書や
添付書類に不備があると受付できませんので、余裕をもって申請手
続きを行うようお願いします。

■農業委員会処理件数（令和５年１月～ 12 月受付分）

農地法第３条　農地の売買・賃貸借等

農地法第４条　農地の転用（自己のため）

農地法第５条　農地の転用（売買・賃貸借等）

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借

34 件

３件

26 件

136 件

こんな
  ときは…

▼購読者募集中！

◎問い合わせ先
　坂城町農業支援センターアグリサ
　ポーター事務局（商工農林課内）
　☎82－3111（内線 152）
　直通 75－6207
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